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マリンケの会議会話における発言権の構造と合意の方法

今　中　亮　介 *

Structure of the Floor and the Reaching of Agreement in Malinke’s Meeting Talk

Imanaka Ryosuke*

To clarify the structure of the floor and the way that agreement is reached in Malinke’s 
tonsigi meetings, this paper examines the organization of the meeting talk interactions. 
In recent years, the “tradition of dialogue” in Mali has been pointed out. This tradition 
is characterized by the right of all participants to voice their opinions and by the reach-
ing of decisions only when all participants in the meeting agree. This idea is anchored in 
the ethnographic descriptions of tonsigi meetings in rural areas of Mali where Malinke 
people live. However, these descriptions are based on field research conducted in the 
1960s, and without analysis of primary data such as the organization of meeting talks. 
In this paper, I show that tonsigi are still held, and I examine (1) how all participants 
can voice their opinions, focusing on the role of a chairperson who controls the floor, 
and (2) how collective decisions are made by participants, focusing on how agree to 
respective assertions, by analyzing the organization of meeting talks as they occurred.

As a result of the discussions, tonsigi are practiced today by children in rural areas 
of Mali. The right of all participants to voice their opinions is realized through localized 
interactions such as a chairperson allowing a sufficient pause in transitions on the floor. 
Collective decisions are reached by both of two types of the agreement. The one is the passive 
agreement such as silence, and the other is the active agreeing such as the repetition of an 
opinion previously voiced.

1．は じ め に

本論の目的は，西アフリカ・マリの農耕民であるマリンケの会議会話の特徴について，発言

権の構造と合意のなされ方に注目して考察することである．

近年，マリの民主化や紛争解決の成功の背景にあるものとして会議を通じた「対話の伝統

“tradition of dialogue（palaver）”」の存在が指摘されている［Docking 1997; Schraeder 2011; 

Wing 2008］．たとえばシュレーダーは，1991 年の軍事クーデターの後に開かれた国民議会に
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おいて「対話の伝統」を通じた合意形成がなされたとし，その理想的な形態について次のよう

に述べている．「より一般に普及している西洋の多数決の考えとは異なり，参加者は誰でも彼

／彼女の意見を述べる権利をもち，諸々の決定はすべての成員による同意がなされたときに

のみなされる」［Schraeder 2011: 190］．「対話の伝統」を体現する場としてもちだされるのが，

マリンケやバンバラなどのマンデ系社会の農村においてみられる「トンシギ（tonsigi）」とい

う会議である．トンシギは，「トン（ton）」と呼ばれる組織においてなんらかの決定をなすた

めに開かれるフォーマルな会議のことを指す［Docking 1997: 204］．前出のシュレーダーや

ドッキングのような政治学者がトンシギの記述として依拠しているのが，フランスの人類学者

メイヤスーの著作である［Meillassoux 1968］．メイヤスーはトンシギの特徴を以下のように

記している．

フラン・トンの活動は，すべてのフラン（割礼後から初婚までの人 1））が集まる会合

（sessions）で討論される．これらの討論はトンシギと呼ばれる．他のトンと同じく，これら

の会議（meetings）は民主的であるが，厳密な規則と規律によって統制されている．誰も会

議中にむだ話をすることは許されず，そうした場合には罰金が科される．誰も要求すること

なしに発言権を得ることはできないが，全員意見を述べることができる．一度に 1 人だけ

が話すことを許され，これは常にダラミネ（代弁者）を通して行なわれる．ダラミネは通常

カーストの男であり，彼は一文ずつ発言者の言葉を声に出して繰り返す． 2）トンシギは頻繁

に行なわれ，ときには毎日開かれることもある．［Meillassoux 1968: 52］

この一節は，トンシギについて書かれたもののなかでおそらく最も具体的な記述であるが，

以下の点で現代の政治動向を背景づける「伝統」の存在の論拠とするに足る資料なのかどうか

疑問が残る．独立前後のマリの首都バマコにおけるヴォランタリー・アソシエーションを対

象として「都市化」について論じた同書においてこの一節は， 3）「文化的背景」という章のなか

で「伝統的なアソシエーション」を説明した，いわば議論の導入部にすぎない．実際，この節

のはじめには「これらの記述の多くはバマコ在住の年長者たちから集められた情報からなる」

［Meillassoux 1968: 49］という注釈がついており，直接観察に基づく記述ではない可能性が高

 1） メイヤスーは割礼対象者の年齢を 8 歳から 15 歳までと記している．初婚年齢についての記述はない．

 2） マリの首都バマコから北東へ 400 km にある都市ジェンネの街区の会合について記した伊東［2011: 31-34］も

こうした代弁者の存在を指摘している．会合や祭りや結婚式などの準備・片づけ等の仕事を担う「カースト」

であるアルムタシビによって，会合での発言はすべて大きな声で復唱される．アルムタシビ自身には発言権は

ない．こうした声の仲介は，議論が発端となった争いを避ける役割をもつという．

 3） メイヤスーの没後にその仕事をまとめたコパンによると，同書は「非農村 non rural」の主題に関連した唯一の

著作である［Copans 2005: 7］．
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い．「現代的な現象」を説明するために背景としてもちだされた「伝統」である点では，「対話

の伝統」論と同じであり，実態として農村部においてそのような会議がなされていたかどうか

はたしかでない．

社会主義時代の 1964–65 年にマリ西部のキタ周辺で調査を行なったホプキンスは，農村の

農民協同組合と町の生活協同組合の会議の観察から， 4）発言権をめぐる駆け引きと「マリンケ

の集団的意思決定のパターン」について次のように記している．

人びとは互いに割り込み合い，発言権をめぐって争っていた．しかし，ひとたび誰かが（発

言権を）確立すると他の者は彼が（話を）やめるまで聞いていた［Hopkins 1969: 66-67］．

すべての参加者は意見を述べる権利をもつ．反対の声があがらなくなるまで決定はなさ

れたと考えられない．これらすべての参加者は決定に関連づけられており，彼らの沈黙

は受諾（acceptance）を暗に意味する． 5）〔略〕どのような決定もその正当性は，それがど

のようにして作られたかに依っており，そして，もしそれが正当であると彼らが感じて

いるならば，人びとがある決定をやり抜く見込みは果てしなく増大する 6）［Hopkins 1976: 

107］．

ホプキンスによると，会議とは異なり，投票は決定に至るメカニズムとしてめったに用い

られないという［Hopkins 1972: 169］．ある集団においてなんらかの決定をなすときに，話し

合いにより合意へ至ることへの積極的な価値づけは，マリンケを含むマンデ系社会において

広くみられるといえそうである．それはたとえば，種類を問わず「（口頭による）合意（bεn 

kan）」 7）や「合意はうまい（bεn ka di）」 8）といった名前をもつ組織が多くみられることからもい

 4） ホプキンスはマリに関する主著のタイトル “Popular Government in an African Town: Kita, Mali”［Hopkins 

1972］からもわかるように，農村ではなく町をメインのフィールドとしていた．

 5） ホプキンスは，反対を表明することについて以下のように述べている．「決定に反対する者は会議においてその

ように言わなければならない．もし彼が人びとを説きふせることに失敗したならば，そのことは彼が間違って

いたことを示唆している」［Hopkins 1972: 168］．
 6） ホプキンスは，こうした意思決定のなされ方の有用な点と危険な点について以下のように述べている．「有用な

点は，参加により同意が引き出されるため，なされた決定の受容性が保証されることである．危険な点は，踏

み固められた進路から総意を動かすことは難しいため，このような方法では，強い圧力の下にある場合を除い

て，めったに人びとは革新的な決定をなさないということである」［Hopkins 1976: 107］．
 7） 「ベンカン」という名前をもつ組織に言及した先行研究は見当たらなかったが，たとえば筆者の調査村の女性組

織のひとつは，「マルクス的合意（Marxi bεn kan）」という名前をもつ．

 8） バマコ郊外の同名の女性組織を扱った Modic［1994］やコートディボワールにおける狩人結社による同名の自

警運動を扱った Hellweg［2011］は，「ベンカディ」を “agreement is sweet” と訳している．マリンケ＝ジュラ＝

バンバラ語において形容詞 “di” は，甘味を表す「甘い」と味がよいことを表す「旨い」の両方の意味をもつ．

 9） マリンケ＝ジュラ＝バンバラ語の “bεn” は，「合意（する）」もしくは「同意（する）」の意味の他に，集合的な

「決定（する）」や「合流（する）」の意味もある［Bailleul 1998, 2000］．なお，個人的な決定には “bεn” は用い

られない．
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える（e.g., ［Favreau 2009; Foltz 2006］）． 9）

ホプキンスによる会議の記述は直接観察から得られたものであり，かつメイヤスーの記述と

も共通する特徴がみられることから，一定の型をもった会議がマリにおいて広くみられていた

ことがうかがえる．メイヤスーやホプキンスの記述において共通する会議の特徴として，参加

者は誰でも発言できるということがある．ただし，発言権を取得する際に，事前の要求といっ

た手続きが必要であることや他の参加者との間で駆け引きがあることも同時にいわれている．

さらに，ホプキンスによると，誰でも発言できることを前提として，反対意見がなくなるまで

話し合いを尽くすこと，そこでの決定の正当性はその成立過程に依ることがいわれている．こ

うした特徴は，シュレーダーが「対話の伝統を通じた合意形成」としてあげた特徴と重なる．

しかしながら，1960 年代の現地調査に基づく民族誌記述と現代の政治動向を背景づける「対

話の伝統」論の間には，時間や対象とする場の規模ないし意味づけといった点で少なからぬ隔

たりがあるのもたしかである．

本論は，先行研究がいうような一定の型をもつ会議が現在もマリンケの農村において実践さ

れていることを示す．それと同時に，「伝統的な」もしくは「マリンケの」やり方として先行

研究において示された「発言」や「合意（集合的決定）」についての知見が， 10）どのようなや

りとりの組織化から成立しているのかを，実際の会議場面の分析から明らかにする．

［Schwartzman 1989］などを嚆矢として，会議を他の主題を分析するための手段として扱う

のではなく，会議それ自体を主題として扱う研究がみられるようになった．なかでも会話分析

などの知見を用いて，実際に会議でなされた相互行為を詳細に分析する「会議会話（meeting 

talk）」研究が盛んになっている［Boden 1994; Cooren 2007; Svennevig 2012 など］．アフリカ

を対象とした地域研究や人類学においても，近年，一次資料の詳細な分析からフォーマル／イ

ンフォーマルな会議（集会）会話の形式や内容を分析する研究が発表されている［深澤 2001; 

Hanak 1998; Ohta 2007a, 2007b; 佐川 2007］．本論は，マリンケを対象とした地域研究とし

て位置づけられるが，地域を問わず普遍的にみられる現象である会議を扱う．そのため，会議

会話研究の知見も適宜参照しながら議論を進めたい．

なお，本論における会議の定義はシュワルツマンによる以下の定義に従う．シュワルツマ

ンは会議を「焦点の定まった相互行為」［Goffman 1961］の特定の型であるとして次のように

定義している．「会議はある組織や集団の機能に表面上関連する目的のために集まることを同

意した 3 人以上の人びとを含むコミュニケーティブイベントである．その目的は，たとえば，

考えや意見を交換すること，問題を解決すること，決定をしたり同意を取りつけたりするこ

と，方針や手順を策定すること，勧告を公式化することなどである．会議はときおり開かれる

10） 本論で用いる「発言」はマリンケ語の “kuma” を，「合意」ないし「（集合的）決定」は “bεn” を指している．こ

れらの語は，4 節と 5 節で検討する事例のなかで成員自身によっても用いられている．
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多人数の会話として特徴づけられ，参与者はこの会話を調整するために特定の取り決めを開発

したり用いたりする」［Schwartzman 1989: 7］．

2．対象と方法

本論が対象とする会議は K 村で開かれた．K 村は，マリの首都バマコより南西約 100 km に

位置する．人口は約 2,000 人で，そのおよそ 9 割がマリンケの人びとで占められている．イ

ネ，ソルガム，トウモロコシ，ラッカセイなどの栽培を行なう農耕を主として，牧畜や漁撈な

どの生業を複合的に営んでいる．乾季には金鉱に出稼ぎに行く者も多い．

表 1 は K 村のトンを示している．調査地周辺においては 2 つの意味で「トン」が用いられ

ている．広義には狩人結社や頼母子講，ローカル NGO などを含むヴォランタリー・アソシ

エーションを指すが［Jansen 2008: 259］，狭義には植民地期以前からある共同労働組織を指

す．K 村において狭義のトンといえるのは「子どものトン（denmisεn ton）」と「（既婚）女性

のトン（muso ton）」だけで，残りは広義のトンであるといえる． 11）この 2 つの組織のうち，本

論が対象とするのは子どものトンである．どちらの組織も会議（トンシギ）を行なうが，子ど

ものトンが毎週決まった曜日の夜に必ず会議を開くのとは対照的に女性のトンは不定期で比較

的回数も少ない．さらに，子どものトンだけがメイヤスーの記述とも共通するような植民地期

以前からの会議の形式を保持している．メイヤスーの記述におけるトンは 8～15 歳の間に受

ける割礼後から初婚までの人たちによって構成されているので，成員性の面からいっても子ど

ものトンの方が類似しているといえる．

村内に 49 組織ある子どものトンへの入退会は任意であるが，多くの場合キョウダイや友人

関係を頼って入会する．近所にキョウダイや友人がいる場合が多いので，結果的に同じ地区

（kinda）の者が集まることが多いが，地区を超えて入会することもできる．「子ども」といっ

ても成員の年齢層は幅広く，下は約 5 歳から上は 20 代までがトンに入会している．年齢のそ

れほど離れていない者同士により組織は構成され，1 組織につきおよそ 5～10 歳の年齢幅がみ

11） ただし，これら 2 つの狭義のトンも植民地期以前のトンがそのまま残ったものではなく，かつてのトンをモデ

ルとして新しくできあがった組織である［今中 2014］．

表 1　K村のトン（2010年）

名称 組織数 成員の属性 活動

子どものトン denmisεn ton 49 未婚男女 共同労働，会議，サッカー，宴

女性のトン muso ton 12 既婚女性 共同労働，会議，少額融資，宴

支援のトン tεgεlεni ton  6 既婚女性 頼母子，少額融資，会議

製粉機のトン machine ton  2 既婚女性 製粉機の運営

狩人結社 donso ton  1 既婚男性 見回り，もめごとの処理
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られる．組織間の移動は頻繁にみられ，2～5 組織ほどかけもちする者もいる．

子どものトンには，「長（ニェモゴ）（nyεmɔgɔ）」と「書記（リシ）（lisi）」，「ガルディ

（gardi）」と「ガルディ・コントル（gardi contre）」と呼ばれる役職がある．ガルディは通常 1

組織につき 2 人いる．これらはまとめて「幹部（ニェモゴ）（nyεmɔgɔ）」と呼ばれる．このよ

うに「ニェモゴ」は，「長」と「幹部」という 2 つの意味で用いられる．幹部の仕事は成員た

ちをまとめて組織の運営を先導することである．長には具体的な仕事は割り振られておらず，

組織の長として象徴的な役割を担う．書記は成員の名前や罰金額，共同労働の依頼者などが書

かれた名簿を管理する．ガルディとガルディ・コントルは，次節で述べるように会議において

司会進行役を担う．

子どものトンの日常的な活動は，共同労働，サッカー，会議である．共同労働ではトウモロ

コシやイネなどの作物の除草や収穫作業を行なう．農作業に加えて，乾季には日干しレンガ作

りが行なわれる．サッカーは，組織ごとの練習に加えて年齢の近い組織どうしで試合を行なう

こともある．男性だけで行なうことがほとんどで，女性は応援にくることはあっても参加する

ことは稀である．会議については次節で詳しく説明する．その他にも年に 1 度，共同労働が

一段落する乾季の収穫後には宴が夜通しで開かれる．このとき，年間を通して貯蓄した共同労

働の報酬を一気に使い果たす． 12）

筆者は本論で事例として扱う組織に 2009 年から入会しており， 13）共同労働などの活動に可

能な限り参加してきた．会議ではその様子をビデオカメラで赤外線撮影し， 14）後日調査助手と

ともに撮影した映像を見ながら書き起こしをした．本論では，こうした作業によって得られた

転写資料をもとに分析を展開する．

3．会議の概要

会議（tonsigi もしくは reunion）は週に 1，2 回決まった曜日の夕食後 20 時頃に開かれる．

会議を開く目的は，多くの場合事前には決まっておらず，広く意見を交換することであるとい

える．会議でよく話される内容は，共同労働や宴，サッカーなどの活動に関することや幹部役

職の仕事などの組織運営に関することである．

会議の欠席や遅刻には罰金が科される．罰金額は成員の年齢層に応じて組織ごとに異なる．

本論で扱う組織の罰金は，欠席が 50 フラン，遅刻が 25 フランである． 15）このことから会議へ

12） 経済活動の詳細については［今中 2014］を参照されたい．

13） K 村での調査は，① 2009 年 7～9 月，② 2010 年 5～9 月，③ 2011 年 10 月～2012 年 3 月，④ 2014 年 2～3 月

の 4 度にわたって実施したが，本論のもととなったデータは③の時期に採集したものである．

14） 撮影を行なわずに会議に参加することもあったが，そのときと撮影時の様子は変わらない．なお，筆者は本論

で扱う組織の会議に加えて他の組織の会議にも何度も参加しているが，他の事例でも以下の分析の多くが当て

はまることを確認している．
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の参加は任意ではなく義務であることがわかる．全成員の会議への参加が義務づけられている

ことは，そこでなされる決定に少なくとも形式的には全員が関わっているということを示して

いる．

会議は多くの場合，屋敷地の中庭のような屋外の開けた場所で行なわれる．小屋のなかで行

なわれる場合もあるが，屋外に比べると少ない．屋外で行なわれる場合，成員たちは円になっ

て座り，ガルディの 2 人だけが円の中央に立つ．円の中央には空き缶などの入れ物が置いて

あり，罰金の支払いがなされたら現金が入れられる．名簿をもった書記は他の成員らとともに

座り，名簿読みや罰金の宣告がなされた場合，名簿に記入をする．村に電灯はなく会場は暗い

ため，書記の近くにいる者は書記の手元を懐中電灯で照らして筆記を手伝う．また，男女混成

のトンの場合，女性は女性のみで固まって座ることが多い．

会議では幹部が一定の役割を担う．会議の進行において最も大きな役割を担うのがガルディ

である．ガルディは会議において議長（司会進行）役を務める．成員は発言を行なう前にガル

ディに許可を得る必要がある．また，ガルディは成員が不適切な行為（e.g.，居眠り，放屁，

むだ話）をしたと判断する場合に罰金を宣告し，罰金の取り立てを行なう．ガルディ・コント

ルは，ガルディが成員に対して行なうことをガルディに対して行なう．つまり，ガルディ・コ

ントルはガルディの発言に許可を与え，また不適切な行為をしたと判断する場合にはガルディ

に罰金を宣告する．書記は，会議の始めと終わりに成員の名前と罰金額が書かれた名簿を読み

上げる点呼を行なう．また，罰金の宣告を受けた場合や罰金が支払われた場合に名簿の罰金額

を修正する．

以下に，会議の大まかな展開について述べる．

①　「会議が座った（reunion sigire）」というガルディの呼びかけにより開始する．

②　書記は名簿を見ながら成員全員の名前と罰金額を読み上げる「名簿読み（lisi karan）」

を行なう．名前を読み上げられた者は出席しているなら，本人がたとえば「議長（president）」

と応答し，欠席なら他の者が「欠席（absent）」と応答する．罰金がある場合，ガルディが取

り立てを行なう．その場で払えなければ会議場の外に取りに行かせる．ガルディは支払った額

を書記に伝え，書記はノートの罰金額を修正する．

③　名簿読みが終わるとガルディは成員に発言を求める．議論が始まる．

④　ガルディが頃合いを見計らって議論を打ち切り，②と同様に名簿読みが行なわれる．こ

こでも罰金の取り立てがあるが，会議場の外に取りに行かされることはない．

⑤　「会議が立った（reunion wurire）」というかけ声で終了する．

以下で扱う事例は，③の議論部におけるものである．

15） 1 ユーロ＝ 655.957 セーファーフラン．
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4．発言権の構造

以下では，2012 年 1 月 11 日（20:11～21:07）に開かれた「ケラバラ・トン（以下 K トン）」

の会議を検討する．K トンは 2006 年に結成された．K トンの成員の年齢は 8 歳～17 歳で，

平均年齢は 12 歳である．成員数は 34 人（うち女性 7 人）で， 16）このうちこの日の会議への参

加者は 23 人（うち女性 4 人）であった．K トンの会議は週 2 回，水曜日と土曜日の夕食後に

開かれている．

以下の事例中で話し合われている内容は，セクー（15 歳，男性）という成員のガルディの

辞任についてである．会話の内容については次節において詳細に検討する．ここでは会話の形

式的な側面について，発言がどのようにして成立しているのかに注目して分析する．

会議会話研究においては，議長（chair）などの司会進行役が（発話等の）順番やトピッ

クを管理することがいわれている［Asmuß and Svennevig 2009; Pomerantz and Denvir 2007; 

Svennevig 2012］．トンシギにおいても同様に，司会進行役のガルディが順番を管理すること

で発言権を管理している．そのため，本節ではガルディの役割に注目して分析を行なう．な

お，本論における「発言」はマリンケ語の “kuma” を指しているが，事例中の “kuma” は口語

に近い形で「話」と訳した．

4.1　発言権の移行

以下の分析では，ガルディの役割に注目するため 2 人のガルディを G1 と G2（G は Gardi の

略），その他の一般成員を M1, M2, M3…（M は Member の略），不明の発話者は ?1, ?2, ?3…と

表記する．なお，事例の転写資料中で用いている記号は，論文の最後にある付録を参照されたい．

【事例 1】

15 M1：俺たちは新しいガルディをここですぐに選んで，そいつは立つ

16 G1：ンフ［ン↑

17 M1：　　［今夜］にも

18　　　（0.2）

19 G1：　　 ンフ　［ン↑

20 M1：（（それが））［俺の］話だ

21　　　（0.2）

22 G1：お前の話はよかった =

23 M1：= 会衆を満足［させるための

16） 成員数は 2012 年 2 月 29 日時点のもの．子どものトンは成員数の変動が激しく［今中 2014］，対象の会議が開

かれた 1 月 11 日時点の成員数はこれとは異なる可能性があるが，正確な数はわからない．
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24 M2：　　　　　　［＞ウマル（（G2））］，俺が喋る＜ =

25 G1：= ンフン（（M1 に向けて））

26　　　（0.8）

27 G2：゜喋れ，ダラ（（M2））゜

28　　　（0.7）

29 M2：エー，俺は見る．セ -　セクーの分を，セクーの -

事例 1 においては，発言権が M1 から M2 へとトラブルなく移行している．成員 M1 によ

る発言とガルディG1 による相づちが交互になされた後に（行番号 15～19），20 行目において

M1 が自身の発言が終結したことの報告を行なっている．これに対して，G1 は 22 行目にお

いて「お前の話はよかった」と評価することで応じている．これで発言を終結することも可能

であったが，さらに 23 行目で M1 は発言終結の際に用いられる定型句である「会衆を満足させ

るための」という発話を行なっている．この発話を受けて，またこの発話が終わらないうちに，

M2 はガルディの G2（ウマル）に対して発言権の要求を素早く行なっている（24 行目）．25 行

目で G1 は 23 行目の M1 の発話に相づちで応えている．その後，G2 は 0.8 秒の十分な間をおい

たうえで M2 の発言権を認めている．これを受けて，M2 は 29 行目から発言を開始している．

このやりとりから，発言の最中は発話に対して相づちをしてその情報を受け取ったことを示

すことで， 17）発言権の移行時には発言権の要求を承諾することで，ガルディが常に成員たちの

発言を管理していることがわかる．こうした特徴から，これ以降，議論部におけるやりとりの

うち発言者による発言とガルディの相づちからなる部分を「発言部」，発言者候補による発言

の要求とガルディによる要求の承諾／拒否からなる部分を「発言移行部」，と分析上分けてお

きたい． 18）

事例 1 では，次発言者による発言権の要求とガルディによるその承諾という一定の手続き

を経ることで発言権の取得がなされている．しかし，こうした手続きはいつでも成功するわけ

ではない．次の事例 2 では，発言権の要求がなされたにもかかわらず発言権の移行が生じて

いない．なお事例 2 は，事例 1 の直前になされたやりとりである．

17） 相づちは，ガルディが制度的に担っている役割のひとつとしてなされている．つまり，ガルディが自発的にそ

うしているというよりも，場の規範としてそうすることが期待されているのでそうしているといえる．マリ

ンケを含むマンデ系社会において，こうした制度的な相づち役は，グリオの語りに随伴する「ナムを言う人」

（naamunaamula や naamunamine など）が有名である［Conrad 1999; Jansen 2001; 川田 2001a, 2001b など］．

トンシギにおいて相づちは，「ナム」，「ンフン」，「セゲー」などの特定の相づち表現を用いてなされることが多

い．それらは「特に意味のない応答・相槌語」［川田 2001b: 53］であるといえるが，あえて訳出するとすれば

「うん」や「そうだ」のような語になるだろう．

18） もっともこの区分は相互排他的なものではない．事例 1 においても発言部が 15～25 行目であるのに対して発言

移行部が 24～27 行目と重複している．
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【事例 2】

※事例中のウマルはガルディだが，発話はない．

01 M1：そうだ

02　　　（0.6）

03 M1：すまなかったな

04 G1：ンフ［ン↑

05 M1：＞　［平穏］が訪れますように．＜［もしセクーが　　　　　］また言ったら！

06 M2：　　　　　　　　　　　　　　　［＞ウマル，俺が喋る！＜］

07 ?1：　　　　　　　　　　　　　　　　［（　　　　　）

08 M1：もし［セ - もし　　　　　］　　［250 フラン（（罰金））］をセクーに入れたら

09 M2：　　［ウマル，俺が喋る！］=

10 G1：　　　　　　　　　　　　　 =［ヘイ！］（（M2 に向けて））

11 ?1：ンン［ンン］（（喉を鳴らす音））

12 G1：　　［黙れ］（（M2 に向けて）），フン（（M1 に向けて））=

13 M1：= もし 250 フランをセクーに入れたら

14 G1：ンフン↑

ここでも，発言者の M1 が発言終結の際に用いられる定型句を 5 行目で述べている．それ

に対して M2 は，事例 1 でのやりとりと同様に，6 行目において素早く発言権の要求を行なっ

ている．しかし，M1 は発言をやめることなく続け（5 行目の後半），M2 の発言権を求める

発話と重複している．8～9 行目においても同様の重複が生じている．M2 に対して G1 は，10

行目において「ヘイ！」と注意を促し，12 行目において「黙れ」と忠告をしている．G1 は

続けて M1 の発言に対する相づちをしている（12 行目後半）．これを受けて M1 は，5 行目で

M2 と，8 行目で M2 と G1 と重複していた発話を言い直すことで発言を再開している．

このやりとりから現在の発言が完全に終結したとみなされるまで次の発言は抑制されること

がわかる．発言が終結したとみなされていない状況で発言権の要求がなされた場合には，ガル

ディによって拒否される．これには罰金の宣告を伴うこともある．発言の終結は，あまりに発

言が長いといった例外的な状況を除いて，発言者自らの報告によって開始される．ガルディが

黙認を含めてこれを認めることで発言は終結する．発言権の要求を行なう者は，このように発

言が完全に終結した位置において要求を行なう必要があるのである．こうした発言権の要求を

行なうことができる位置は，会話の場の規範によって厳密に限定されている．サンクションを

行なうことでガルディはそうした場のゲートキーパーのような役割を担っているといえる．

ここまで，発言権を得るためには一定の手続きが必要であること，さらに，そうした手続き
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を開始すべき位置は厳密に限定されていることをみてきた．このように発言権を得ることは決

して容易なことではない．それにもかかわらず，「誰でも発言できる」，つまり発言をしようと

する者全員に対して発言する機会が与えられているのであれば，それはどのようにして可能に

なっているのだろうか．

4.2　発言権要求の競合

ここでは，発言権の要求が競合している事例を検討する．具体的には，成員 M2 と M3 の

発言権の要求が競合している．

【事例 3】

01 M1：俺の話は終わりだ =

02 M2：= ＞俺が［喋る，ウマル（（G2））＜

03 M3：　　　　［俺が喋る

04　　　（0.2）

05 M2：＞ウマル（（G2）），俺［が喋る］＜

06 G1：　　　　　　　　　　［ンー↑］フー

07　　　（0.3）

08 M2：＞俺が喋る，ウマル（（G2））＜

09　　　（0.4）

10 G2：゜ヤクー（（M2））゜

11　　　（0.4）

12 M2：そうだ，ヘイ

13　　　（0.8）

14 M2：ほら見ろ

15　　　（0.4）

16 G1：ナム↑

1 行目で M1 が発言終結の報告をした直後に，M2 と M3 はほぼ同時に発言権の要求を行

なっている（2～3 行目）．M3 が 1 度しか発言権の要求を行なわなかったのに対して，M2 は

G2（ウマル）に宛てて 3 度ほど要求を行なっている（2，5，8 行目）．この間に G1 は両者を

見比べて「ンーフー」とどちらの要求に応えるか迷っているような素振りをみせているが，ど

ちらの要求に対しても応えていない．ようやく 10 行目で G2 が M2 に対して要求を承諾して

いる．それを受けて M2 は 12 行目から発言を開始している．

ここで注目すべき点は，2 行目以降連続して発言権の要求がなされているにもかかわらず，
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ガルディはすぐに承諾も拒否もしていないということである．発言権の要求に対してすぐに応

答をしないという特徴は，競合は生じていないものの事例 1 においてもみられる（24～27 行

目）．事例 2 でみたように，発言部では発言権の要求がガルディの拒否や忠告により抑制され

ていた．それとは対照的に，発言移行部において十分な間合いが確保されていることは，これ

から発言をする可能性のある者に発言権へアクセスする機会を与えているといえる．また，発

言終結時に誰も発言権の要求を行なわない場合はガルディが発言者を募ることが多い．このよ

うにガルディは，発言部での発言権の要求に対するサンクションや，発言移行部での発言権付

与の留保または発言権の要求の促しなどを通じて，発言権を不断に管理している．その結果と

して発言は発言部において 1 人に限定され，発言移行部において多人数に開かれる．会議は

こうしためりはりのある 2 つのセクションの往復により進行する．

次の事例 4 では，ガルディによる発言権の要求と他の成員による要求が競合している．こ

うした場合，ガルディは成員たちの発言を管理することと自らの発言権をガルディ・コントル

に対して要求することをほとんど同時にしなければいけない．

【事例 4】

※事例中のシディはガルディ・コントルだが，発話はない．

01 M1：それ以上言うことはない

02 G1：ンフン↑

03　　　（0.6）

04 M2：俺が喋［る

05 M1：　　＞［あいつは］250 フランを（入れる）＜

06　　　（0.2）

07 M3：［＞俺が喋る，ウマル（（G2））＜

08 G1：［セゲー↑（（M1 に向けて））

09　　　（0.2）

10 M1：別の人を就かせるべきだ（．）子どもたちが恐れる（（人を））

11　　　（0.2）

12 ?1：俺が ［喋る

13 M2： ［（俺が喋る）］

14 ?2： ［（俺が喋る）］

15 M3：　　　　＞［ウ］マル（（G2））， ［俺が　　　］喋 ［る＜

16 M1：　　　　　　　　　　　　　　  ［゜そうだ゜］

17 G1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［シ］ディ，俺が喋る =
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18 M2：= チェ，話を人に渡せよ！

19 G1：ボン， 19）黙れメディバ（（M2））

20　　　（0.4）

21 M2：でも，そうだ

22　　　（0.2）

23 M2：ウマル（（G2）），俺に話をよこせ

24 G1：シエーチェ！（（畜生））

25　　　（0.5）

26 G2：゜どうした↑゜ =

27 G1：= ツュー（（唾の音））

28 M2：ヘイ，お前らは見ていなかったのか！

29　　　（1.0）

30 M2：トンは壊れ［た！］

31 G2：　　　　　［゜ガルディ］（コントル）゜

32　　　（1.5）

33 M2：俺の口は 10 回（（言う）），俺は言うトンは壊れたと

34　　　（0.8）

35 G1：セゲー！

この事例では，結果的には M1 から M2 に発言権が移行しているのだが，移行が成立する

までに発言権をめぐる長いやりとりが生じている．具体的には，成員 M2, M3, ?1, ?2，そして

ガルディG1 の 5 人の発言権の要求が競合している．ガルディの G1 が発言権の要求を行なっ

たのは，これらのなかでも最後の位置である 17 行目である．これは，1～2 行目のやりとりに

おいて発言が終結したかにみえた M1 の発言が再開されたため，M1 の発言が完全に終結する

までそれに応える必要が G1 にあったためである．

17 行目で G1 はガルディ・コントルのシディに宛てて発言権を要求している．しかし，シ

ディは最後まで G1 の要求に応えていない．M2 は G1 に黙るように忠告されることで発言権

の要求を 1 度拒否されたにもかかわらず（19 行目），もうひとりのガルディである G2 に宛て

て再び要求を行ない（23 行目），ついに 28 行目から要求が認められていない状態で「発言」

を開始している．この時点から 34 行目にかけては，ガルディによる相づちがなされていない

ことから M2 の「発言」は正当性を得ていないといえる．35 行目でようやく M2 と発言権を

19） フランス語の “bon” のこと．直前の M2 の発言を制止する「いいから」の意味であると考えられる．
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めぐって競合していた G1 が自ら相づちをすることでこの「発言」を認めている．G1 は 1 度

拒否した要求を取り下げない M2 に対して怒りの声をあげていたにもかかわらず（24 行目），

最後には自らの発言権の取得を諦め，M2 の発言を認めているのである．

ガルディ・コントルが G1 の発言の要求に応えていれば，このやりとりがここまで錯綜する

ことはなかったようにみえる．M2 によって直接要求を受けた G2 は，M2 の要求には応えず，

「どうした？」（26 行目）と困惑したような声をあげ，小声で「ガルディ・コントル」（31 行

目）とガルディ・コントルの応答の不在を示唆するような発話を行なっている．このことか

ら，G2 が M2 の要求に応えるよりもガルディ・コントルが G1 の要求に応えることが優先さ

れるべきであることが示唆される．G1 の発言を優先させようとする理由として，このトピッ

クに関して M2 はすでに発言していたものの G1 はまだしていなかったということもある．

司会進行役のガルディは，発言を管理する強い権限をもっているにもかかわらず，自らが発

言を行なうためにそうした権限を用いることは厳しく制限されている．成員たちがガルディに

対して行なうのと同様に，ガルディもガルディ・コントルに対して発言権の要求を行ない，承

諾されなければ発言を開始することができないのである．このようなガルディの権限の制限

が，発言権がガルディに集中する事態を避け，発言の機会を成員に開かれたものにすることを

可能にしているといえる．

ここで一点補足しておきたいのは，実際の会議においては，事例 4 で M2 が行なったよう

に，すべての発言が一定の手続きを経たうえでなされているわけではないということである．

しかし，その発言の違反性は，ガルディによる応答の不在といった形でそのやりとりのなかで

示される．また，ニュース性の高い情報がもたらされたときのように，一定の手続きを経ずに

開始された発言が自然に，つまり違反性を示すなんらの反応も引き起こさずに続くということ

もありうる．しかし，そうした場合でも，しばらくすると一定の手続きを経たうえで開始され

る発言形態に戻るのが常である． 20）

4.3　小括

ここまで，ガルディの役割を中心に，発言を開始するためには一定の手続きが必要なこと，

そうした手続きを行なう位置は厳密に限定されていること，またそうした制約があるにもかか

わらず発言をする可能性のある者には発言権へアクセスする機会が与えられていること，ガル

ディの権限は自らの発言権取得には用いられないこと，などをみてきた．

会議会話研究においては，「ほとんどの会議において（発話等の）順番は，発言者の自己選

択と議長による事前の割り当てが混じっている」［Asmuß and Svennevig 2009: 14］とされる

が，トンシギでは原則として，発言者の自己選択による発言の開始というのは認められていな

20） どのようにして通常の発言形態に戻るかは次節の事例の分析において具体的に示されている．
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い．発言は常にガルディに承認される必要がある．

他の会議会話と同様に，議長であるガルディには強い権限が付与されているようにみえる

が，実際の役割は発言を承認することのみに限定されている．ガルディが発言を行なう際に

は，ガルディ・コントルに承認してもらう必要があるのである．こうした特徴から，トンシギ

における発言（kuma）は，他者に承認されてはじめて成立するということがいえる．「はじめ

に」でみたように，メイヤスーはトンシギでの「発言は常にダラミネ（代弁者）を通して行な

われる」［Meillassoux 1968: 52］と記していた．そこでダラミネが発言に対して行なっていた

ことは，1 文ずつ発言者の言葉を声に出して繰り返すことであった． 21）本節で扱った事例ではみ

られなかったものの，こうした発言の繰り返しは K 村のトンシギにおいてもみられる． 22）メイ

ヤスーの記した発言の特徴と本節で明らかにした発言の特徴は，次の点において一致している

といえる．つまり発話が公的な発言としての効力をもつためには，繰り返しを用いてなされる

代弁や相づちなどにより他者に経由される必要があるということである．

また一般的に，会議会話において議長は発話等の順番の管理に加えて，トピックの管理を行

なうことが期待されている．しかし，ガルディの役割は，トピックの内容に関してほとんど

影響を与えない．発言移行部についてはもちろんだが，発言部における発言に対する相づち

も「個人の意見」を示しているわけではない．相づちは発言に対して同意を示す形で行なわれ

る場合が多いが，ここで示される同意は儀礼的なものであり，個人としての同意も非同意も実

際には示していないのである．ガルディが自分の意見を述べる際には，「議長」から「発言者」

になる手続きを経る必要がある．

発言が他者からの事前の承認や相づち等を必要とすること，トピックに関する方向づけや同

意／非同意の表明が発言中でしかなされないこと，発言者が自己終結するまで次の発言が抑制

されることから，そうでない場合と比べて会議は冗長化する傾向にあるといえる．個々のト

ピックに関しても，単なる活動日の確認などとは異なり，組織の運営上なんらかの決定を下す

必要があるときに意見が割れるような場合は冗長になりがちである．次節では，こうした冗長

なやりとりにおいて合意に基づく決定がどのようになされているのかについて検討を行なう．

5．合意の方法

意思決定の過程は断片的で増加していく（incremental）ものであり，諸々の決定はそれら

が構成された後になってはじめて同定可能なものとして明らかになる［Boden 1994: 183］．本

節の目的は，会議のある一局面を決定が生じた瞬間として同定することではなく，決定に向け

て成員たちが発言を積み重ねていく過程そのものを記述，分析することである．

21） メイヤスーの記述からは，繰り返し以外に発言に対してなされる発話があったのかどうかはわからない．

22） その多くは発言者の語句をそのまま反復するのではなく，その一部を反復する部分反復の形をとる．
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本節では 4 節で検討したのと同様の会議を扱う．この日の会議開始時点の幹部役職は，長

が L，ガルディが A と O，ガルディ・コントルが C，書記が S であった．ここでは，会議開

始後 31:00～52:41 の間，およそ 22 分間話し合われたセクー（以下 S）のガルディの辞任につ

いてのトピックを分析する（表 2）．この話し合いのなかには，次の 3 つの決定を要する事項

が含まれている．（a）S の辞任を認めるか，（b）認めるのであればその処遇（罰金等）はどう

するか，（c）認めるのであれば後任は誰にするか．組織の運営上ガルディを欠くことはできな

いので，これらの事項についてはこの日のうちに決定を下す必要がある．

「はじめに」でみたように，先行研究によると，マリンケの会議において決定は全員の同意

によってなされるという．実際にこうした決定がなされていると仮定するならば，全員の同意

が得られるまでの過程の全体を検討する必要がある．本節では，合意に基づく決定がどのよう

になされているのかについて，このトピックについてのやりとりの全体を記述，分析する．

記述の方法は，発言部の発言内容を時系列順に抜粋していく方法を採る．前節で明らかにし

たように，発言移行部でなされるやりとりや発言部におけるガルディの相づちはトピックの内

容に影響を与えないことから，発言部における個々の発言の内容に焦点を絞り，それらがどの

ように重ねられていくのかをみていくという方法である．ただし，約 22 分間ある分析箇所の

最初の 1 分半は，前節で述べたような発言権取得の手続きを必ずしも経ない直接的なやりと

りが集中的に展開された．従って，この箇所に限っては，トピックの内容に影響を与えると考

えられる発話を発言に限らず抜粋して記述する．

分析の際に注目するのは，ある主張に対する個々の同意がどのようにしてなされるのかとい

う点である．Hopkins［1976: 107］は，マリンケの会議の特徴として沈黙は受諾を，つまり

同意を暗に意味するという指摘を行なっている． 23）本節では，こうした知見の是非の検討を議

論の補助線としたい．

また，成員たちは，会議において「（集合的）決定」や「合意」を意味する “bεn” の語を頻

繁に用いている．本節では，こうした発言に注目することで，成員たち自身が決定や合意につ

いてどのような規範を志向しているのかも検討したい．本節において抜粋する発言中の “bεn”

は，文脈に応じて「合意」，「合意する」，「同意する」，「決める」と訳し分けた．

5.1　問題提起部における直接的なやりとり

M は，会議開始後 31:00 の位置で発言権を取得した後，「S はガルディをやめたのか？」と

宛先を指定しない形で質問をする．これにより S の辞任に関するトピックは持ち込まれた．こ

れに，S 自身が「うん，俺はやめた」と答える．この後すぐに，長の L は「お前はやめたの

23） このことは，条件つきではあるが会議会話研究においてもいわれている．Barnes［2007］は，特定の定式化の

もとでは，参与者の沈黙は議長により同意として扱われ，そのことが新たなトピックを導入する機会を提供す

るとしている．
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か？」と驚いた様子で確認を行なう． 24）この L の反応は，この情報がニュース性の高いもので

あることを示している．その直後，D は「お前は他の人に言ってない」と，S がガルディを辞

任したことを他の成員に伝えるのを怠ったことを非難する．しかし，発言権の要求を経ていな

いことを理由にこの発話は直後に 50 フランの罰金の宣告を伴うサンクションを受けた．

このやりとりでは S の辞任がニュース性の高い情報として扱われているが，実際にはこの日

よりずっと以前から S はガルディを実質的に辞任していた．S が安定してガルディを務めてい

たのは 12 月 10 日以前で，それ以降は A が代わりに務めることが多かったのである．この日

のガルディも A と O が開始時点から務めている．事実として S は約 1ヵ月前からガルディを

していなかったのであるが，成員たちには公に辞任の報告をしておらず，そのため多くの成員

がこのことを知らなかった．そうした辞め方のまずさもあって，ここで改めて S の辞任が問題

となったのである．

直接的なやりとりはその後しばらくの間続く．M の発言中に割り込んだ C が「200 フラン

をあいつに入れろ」と S に対する罰金の課金を命令したことを受けて，L が「そうだ」と同意

を示す．その後，M は「あいつがガルディを拒否するなら 200 フランだ．200 フランじゃな

いぞ．250 フランだ．トンはお前にやめろとは言ってない．お前自身でやめると言うのなら，

それは 250 フランだ．お前らはわかったか？」という発言を行なう．ここでは，一旦 200 フ

ランについて同意を示した後に，それを覆して 250 フランだという主張を，トンによって辞

めさせられるのではなく S 自身で辞めるのであればという条件づけとともに行なっている．こ

の後すぐ，S が「ン」と頷いて M に同意する．M は続けて，「それと，L が S の代わりにガル

ディになる（座る）んだ」と言って，長の L がガルディになることを提案する．これに対し

て S は笑いながらも「うん」と同意する．長がガルディを兼任することは可能ではあるが，通

常は行なわれない．L も書記との兼任はしていたがガルディとの兼任は一度もしたことがない

ので，これは非現実的な提案であった．このことから S は笑ったものと思われる．M も S に

つられて次の発言（「今夜だ．すぐに，すぐに，すぐに」）中に笑っているので，この提案は半

ば冗談でなされた可能性がある．

M が発言終結の報告を行なうとすぐに S は「250 フランを入れるんだな，そうだな？」と

先ほどの M の提案を決定したものとして，名簿に罰金を記入することの許可を求める．M は

これに「ンフ」と言って同意する．S がこのような許可を求めるのは，自分が当事者だからと

いうだけでなく，書記として罰金を記入する必要があるためである．その直後に L は発言権

を要求して，すぐに「ヘイ，お前ら，お前ら待つんだ，待つんだぞ．ヘイ」と決定を急ぐ S と

M を諌める．ガルディの A と O もそれぞれ「ウウン．まだ待て．待て，待て，待て」，「小さ

24） ここで L は確認に加えてなぜ辞めたのかという理由の説明を S に要求しているようにみえる．
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な S まだ待て」と，それに続く．これにより決定は保留された．

L は発言を続け，「誰が S をやめさせろと言った？」と宛先を指定しない形で質問を行なう．

これに対しては，C が「あいつ自身だ」と答え，すぐに S も「俺自身だよ」と答える．L がこ

れを受けて，「そういう話なら，ガルディはドロギバ（膝下まである丈の長い上着で頭からか

ぶって着る）で，疲れたら脱いで掛けるとでもいうのか？」と言うと，S は「もちろん」と事

も無げに応える．その後，S は「お前らは毎日俺を侮辱してくる．〔略〕仕事場で俺は侮辱さ

れ，それから，会議場でも俺は侮辱される」と怒った調子で不満を漏らす．それに対して L

と C は，そんなことはないと否定する．

ここで示された S の不満こそが S がガルディを辞任した理由である．会議後に L から聞き

取った話によると，共同労働（日干しレンガ作り）の最中に成員 M が遊んでいたので，S は

ガルディとして M を除名処分にした．しかし，L は M に代わって謝り，M を再入会させた．

S はこのことに腹を立ててガルディを続けることを拒否したのである．また，L によると S は

ガルディよりも書記の仕事を好んでいたので L は書記の役職を S に譲った．このこともガル

ディを辞めた理由のひとつであるという． 25）

決定事項（a）S の辞任を認めるか，（b）認めるのであればその処遇はどうするか，（c）認

めるのであれば後任は誰にするかは，ここまでみてきた問題提起部においてすべて提出されて

いる．このやりとりのなかで重要なことは，M と S の 2 人が直接的なやりとりを通じて決定

事項のすべてを早急に決めようとしたことに対して，3 人からそれを制止する声があがったこ

とである．M と S が決定を急いだ内容は，（a）辞任を認める，（b）罰金額は 250 フラン，（c）

ガルディの後任は L，であった．その後に発言権を取得した L が行なったことは，M の示し

た意見に対する同意／非同意ではなく，問題の根本に立ち返って辞任についての事実確認を行

なうことであった．それに対する反応として，S 本人の口から辞任であることを確認できたば

かりか辞任の理由に関する言明も引き出している．

こうしたやりとりは，たとえ問題の当事者が関わっていたとしても，2 者間の合意のみに

よっては決定はなされないということを示している．M と S のやりとりはガルディを経由し

た通常の発言交換の形ではなく直接的なものであった．こうした直接的なやりとりが，2 者間

での閉じた「速い」やりとりを生み，決定の過程に他の発言候補者の参入を受けつけなかった

ことも問題であったといえる．いずれにせよ，M と S の間でなされた決定は保留され，もう

一度はじめから議論を行なうことになった．

5.2　通常の発言交換への移行

L の説得に対して S は一向に折れる様子はなく，いちいち否定を続けていたが，ついにガル

25） 会議では書記とガルディを同時に行なうことはできない．ガルディによる罰金の宣告と書記による宣告された

罰金の記入は別の人物がやるべきだからである．
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ディの A に名指しで「黙れ」と言われてしまう．その後も，L は，「トンの成員はお前にやめ

ろと言ってないし，黒いことも白いことも（何も悪いことは）していない．（それなのに）お

前は自分でこのようにやめるというのか？」と述べて，S への説得を続ける．これに対しても

S は直接的な返答（「何もない．エチェ，俺はお前を信用するぞ」）をやめず，再び A から黙れ

と言われる．これでようやく S は直接的な返答をやめ，「俺が喋る」と発言権の要求を行なう．

このとき同時に M と D も発言権を要求するが，L の発言は終わっておらず，発言権の移行は

生じなかった．その後 L は S に向けて，「次の集会で（ガルディとして）立ちあがれ，錆が出

てくるまで立て」と言い，（a）S の辞任を認めない立場を明確にする．S が発言権の要求を行

なって以降は，基本的にガルディを経由する通常の発言交換が続く．

ここまでのやりとりで発言権を取得したうえで発言を行なっていたのは，① M，② L だけで

ある（表 2）．しかし，通常の手続きを経ていない発話で，かつトピックの内容に影響を与えう

るようなものも多数あった．そのため，ここまではそうした発話も含めたやりとりを記述して

きた．しかし，これ以降の発言は基本的に通常の発言形態でなされるため，ここからはそれら

の発言内容を時系列順に抜粋して記述する．なお，これ以降の発言者は，③ C，④ S，⑤ L（2

回目），⑥ M（2 回目），⑦ D，⑧ C（2 回目），⑨ Y，⑩ M（3 回目），⑪ L（3 回目）である．

③：L の発言の後，S は発言権を要求するが，競合した C が発言権を取得する．C の主張も

L と同じく，S に対して再びガルディをしろというものである．C は，L が用いた「錆」では

なく「シロアリ」のメタファーを用いて「シロアリがお前に入ってくるまで立つんだぞ」と述

べる． 26）また，C は L と同じ主張を単に繰り返したのではなく，次回から S がトラブルなくガ

ルディの仕事を行なえるように，共同労働の場でのガルディの仕事について S に助言を与える

こともした．

④：C の発言の後に発言権を取得した S は，「俺は誰のものだ？俺は立たない．エ，俺，俺

は立たない」と L と C の主張に対して非同意を示す．その直後，ガルディの O は S が発言権

を取得せず発言を開始したとみなして 50 フランの罰金を宣告する．それに対して S は，A か

ら発言権を取得したと反論する．これは結局，A が「俺があいつ（S）に喋れと言った」と言

うことで決着が着いたが，このやりとりにさらに腹を立てた S は最後に，「俺は立たない．俺

はこんなことをしたことがあったか？お前らこそ，お前らこそ全員強情を張るのはよせ．俺は

絶対に立たないぞ．それと俺は立たない．お前らが望むものをなんでもすればいいさ」と吐き

捨て，これ以降このトピックについては沈黙を貫いた．

5.3　決定事項（a）に関する合意

この小節では，決定事項（a）S の辞任を認めるかについて合意が得られたと考えられる⑦

26） 手や足が痺れたら「シロアリが入った」という．ここでは「足が痺れるまでの長い間ガルディとして立ち続け

ろ」という意味で用いている．
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の発言までを記述する．

⑤：L は「会衆（jama）こそがお前を彼らの場所に立たせる信頼をお前におくんだ．〔略〕

お前は信頼を確かめて，自分の役割を果たせ」と述べる．やはり辞任は認めず，S にもう一度

ガルディとして立てと S を説得しているのである．続けて L は，S が侮辱されたと語ったこと

に関して侮辱されたのならそのように言わないとわからないだろう，と忠告する．その後 L

は，「お前はわかったか？」と S に問うが何の反応もないことから，発言の最後で意見を変化

させる．それが「もしあいつが立たないと言うのなら，誰か他のやつをガルディに就かせるた

めに立たせろ．それがこれよりもましだ」という発言であり，一転して S を説得することを諦

め，辞任を認めている．ここで S の沈黙は非同意として作用しているといえる．

⑥：M は発言の前半で，「彼ら（歴代の K トンのガルディ）は誰も彼自身によって辞めては

いない．トンがお前を就かせる．終わらせることもまたトンがするし，彼が（辞めるべき理由

となる）何かをしたこともトンが言う」と述べる．これは，「会衆」と「トン」という主語の

違いはあるものの，先の L の発言内容と類似している．つまり，役職をめぐる決定はすべて

当事者個人ではなく，成員たちが皆で，組織として行なうべきであるということである．し

かし，ここでは S の辞任を認めるかどうかについての立場は明らかにしていない．M の立場

は発言の最後になって明確化される．「250 フランを S に入れよう．彼をガルディから解放す

るために．〔略〕もし 250 フランを S に入れるなら，俺たちは新しいガルディをすぐにここで

選んで，そいつを立たせる．今夜にでも」ここで M は，（a）S の辞任を認める，（b）罰金は

250 フラン，と主張しているのである． 27）

⑥において M は 4 分 15 秒にわたる長い発言を行なっており，上に記したような決定事項

に関する意見表明以外にも「脱線」をしている．S の辞任について合意がなされていないこと

について，M は次のような例え話をしてそうした状況がよくないことを語る．「俺たちの祖父

たちは座ってこう言う．彼らのときにはいろいろなことをしていたと．もし俺たちが合意でき

なければ，俺たちもどう言えばいい？俺たちも，俺たちも，俺たちの孫たちに．こう言う，ヘ

イ，俺たちのは黒い（無益な）けんかだけだった．俺たちはトンをしていなかったと．こう

だ．」さらにこう続ける．「一番（大事なこと）は何だ？トンがうまくいっているとき，トンが

うまくいっているとき，お前の日には，お前は知るだろう．未婚の少女が（夫の）家に行くと

き，トンの成員たちはスム（花嫁の母村で開かれる花嫁を送り出すための祭り）を開く．そう

はならない（スムは開けない），彼女の父が金を持っていたとしても．そうはならない，彼女

27） しかし，発言の中盤には S の辞任を認めない立場を取っているのではないかと思われる次のような部分もある．

「俺は俺自身のためにあるわけじゃないぞ．皆はお前（S）が何かすることを信頼してきた．お前はそこに残れ，

皆自身がお前とともに木（信頼）を切ってしまう日まで．」しかし，発言をまとめる最後の部分でははっきりと

辞任を認める立場を取っていることもあり，M の立場はやはり後者であるといえるだろう．
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の父がダイヤモンドを持っていたとしても．またそうはならない，俺が彼女の母の家族の人た

ちから愛されていてもだ．そうじゃないか？合意はされていないだろ？もし俺たちが合意でき

ていないのなら．」後者の発言を補足すると，M はいくら花嫁の父が富んでいようが，夫と花

嫁の親族の関係がよかろうが，スムはトンが開くものだからトンがうまくいっていなければ開

けないということを語っている． 28）最後の発言から，トンがうまくいっていない状況とは合意

ができていない状況を指していると思われる．これらの発言から合意することが成員自身に

とって喫緊の問題であり，かつトンをするうえで欠くことのできない重要なものであることが

わかる．

この発言がある種の「脱線」であることは，次の⑦ D の発言ですぐに S の辞任についての

トピックが再開され，その後も続けられることに示されている．そうかといってこの発言は完

全な脱線ではないだろう．現在成員の間で問題となっている合意の重要性についてトン一般の

規範として語っているという点で，一段抽象的ではあるものの，それまでのトピックの内容と

関連性をもつからである．そのため，この発言は途中で遮られることなく成員たちの間で許容

されたのである．

⑦：D は決定事項（a）にかかわる S が辞任したことを前提として，決定事項（b）につい

て述べる．これ以降も（a）については議論されていないことから（表 2），先ほどの⑥ M の

発言までに，（a）S の辞任を認めるかについては合意が得られたものと考えられる．なされた

決定は S の辞任を認めるというものである．このように決定は常に遡及的に捉えられるだけで

あり，相互行為上のある一点を指してここで決定がなされたと特定することはできない．

D は短いが他の成員とは異なる視点から意見を述べている．発言を抜粋する．「S はガル

ディ，ガルディを拒否した．〔略〕あいつをトンのなかにいる小さな成員たちのようにしてし

まえ．〔略〕幹部役職（nyεmɔgɔya）をあいつから取ってしまえ．あいつの手にある名簿を取

りあげてしまえ．」他の成員たちが，（b）S の処遇として罰金をどうするかという話をしてい

るなか，D だけが S がガルディを辞めた後に他の幹部役職である書記をしていることを問題

視している．自ら役職を拒否したのにもかかわらず，自分のしたい他の役職に就くようなわが

ままは許されない，自身（D）も含む年少者たちのような役職のない一般成員になれ，と一見

して真っ当な主張を行なっている．しかし，この主張に関する発言は後にも先にもなく，これ

について合意が得られたとは考えにくい．

5.4　決定事項（b），（c）に関する合意

⑦の D の発言がなされた時点で，遡及的に（a）については決定されたと考えることができ

た．S の辞任は認められたのである．⑦以降では，（b）S の処遇（罰金等）をどうするか，（c）

28） スムはトンのように花嫁の友人が開くものと花嫁の女性親族が開くものの 2 種類がある．
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S の後任を誰にするかが議論されている．この小節では，⑪までの残りの発言を検討する．

⑧：C は（b）について，はじめにガルディになることを受け入れたにもかかわらず自ら拒

否したことの問題を指摘し，そのために罰金を科す必要があることを述べる．罰金額について

は言及していない．C はまた，ここで「会衆が決めるなら俺は会衆の後ろにつく」という発言

をする．この発言には皆で決めることへの志向が現れている．

⑨：Y は発言の最初の方で「お前らは言う，言う，あいつがガルディを辞めたと」と（a）

について，S の辞任を皆が認めたことを確認する．このように決定されたことを確認すること

が決定をさらに強固なものにしているといえる．そうした意味で決定は会議において常に作ら

れ続けているといえる．続けて Y は，ここまで L や M らによって繰り返されてきた，皆こそ

がガルディに就くことも辞めることも決める，という主張を行なう．その後，①の M の発言

以降言及がなかった（c）S の後任は誰にするか，を話題にあげる．そこでは，子ども（年少

の成員）たちが恐れるような人をガルディに選ぶべきだ，という主張がなされる．そうでなけ

れば，年少の成員たちがガルディを「遊ぶ人（tulonkε mɔgɔ）」とみなしてトンが壊れてしま

うという．そして発言の最後で Y は，「お前らは 250 フランをあいつに入れると言わなかった

か？」と M が主張していた 250 フランの罰金の課金について確認を行ない，それがなされれ

ばこの問題は終わりだ，とした．

⑩：⑥においてもそうしていたように，ここでも M は「脱線」を行なう．それは，この日

の会議に遅刻してきて S に書記の代理を頼んだ L の書記としての仕事ぶりへの非難である．

しかし，このトピックも幹部役職に関する問題という点ではガルディの辞任についてのトピッ

クの内容と関連している．このように，会議ではある程度の「脱線」は許されている．こうし

た「脱線」は，一度発言権を得たら自己終結するまで他の発言が抑制されるという発言の特徴

から可能になっているといえる．

M は発言の後半で，「ガルディのことについて話そう，まず第一に．S をどうにかしよう」

と言って，S の辞任に関するトピックを再開する．まず，（b）について，書記の S に対して

「お前は 250 フランをお前自身に入れろ」と命令する．これに対して，このとき S は他の成員

の罰金を記入することの許可をガルディに求めており，自身の罰金についてはなんの反応も示

していないので，名簿に 250 フランが記入されたかどうかは不明である．しかし，これ以降

（b）に関する言及はないので，これまでのやりとりにおいて（b）については一定の合意が得

られたものと考えられる．しかし，（a）のときとは異なり，（b）の決定を前提としてこれ以

降の発言がなされるわけではないので，（b）についての決定が確実になされたと考えられる

ほどの根拠はない．

それから M は（c）について，「トンの成員たちは A と O を信用していない」ことを理由

に，現在ガルディをしている A とガルディ・コントルの C の役職を入れ替えるよう命令する．
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これには，当事者である C が「人びとはそれに同意しないぞ」と言って非同意を示すが，M

は「皆は俺の（提案）を退けない」と聞く耳をもたない．続けて，長の L とガルディの 2 人

も待てと，決定を急ごうとする M を制止する．M が強引に通そうとした（c）についての主

張は，結局成員たちの非同意の表明と制止により保留されることになった．

⑪：L は，「お前は A と O を見くびっている．〔略〕彼らのガルディの方法はよい」と，A

と O を信用していないと述べていた M への非同意を示すとともに 2 人のガルディを評価す

る．このことから，L は（c）に関して，S の後任は S の代理としてこの 1ヵ月間ガルディを務

めてきた A がそのまま続ければよいという立場を示しているといえる．

続けて L は，「でも，O はほんの少しだけお金を入れる（罰金を科す）のを控えるべきだ．

〔略〕O は（罰金の課金を）全部直接しているんだよ」と述べる．一般的にいってガルディは

成員たちに罰金を宣告するが，牽制だけして宣告を取り下げることが多い．宣告された側が宣

告の対象となった不適切な行為を改めたり，それについて謝罪したりするのをみてガルディは

宣告を取り下げるのである．L は，O が牽制だけにとどめず，罰金の課金を「直接」しすぎて

いることを穏やかな調子で忠告している．その理由として，L は「俺たちのいる時代は，お金

（を手に入れるの）が難しいからだ」と述べる．それから，牽制の方法を具体的に助言する．

この発言も決定事項とは直接関係のない「脱線」であるといえるが，これは O のみならず今

後ガルディを行なう可能性のある成員たちにとっても有益な助言であるだろう．

その後，L はもう一度 A と O のガルディのやり方を肯定的に評価し，「C はガルディ・コン

トルに残れ．こいつら 2 人はお前らのガルディだ」と（c）について，C への命令と断定的な

主張を行なう．この発言は，⑩で M が行なったような命令の形を取っているが，M が受けた

ような非同意や制止を受けることなく黙って聞かれていたことから，一定の同意が得られたも

のと考えられる．それから，L は M から非難された書記の仕事のことにトピックを移し，遅

刻をして来たことなどに対する弁明を行なった．

しばらく M への弁明を続けていた L の発言は不測の出来事から打ち切られることとなっ

た．会議場の近くの道を歩いていた J という 20 代の男の「お前の母ちゃんの陰部を切ってや

るぞ，ここで，いつの日か」という声が突然会議場に飛び込んできたのだ．これを聞いた成員

たちは一斉に笑いだし，会議場は騒然となった．J は自分を馬鹿にしてくる少年たちに対して

強力な罵倒の言葉をもって対抗していたのであるが，これがたまたま会議場の脇で起こってし

まったのだった．騒然とする会議場を収拾するためにすぐに 2 人のガルディは黙れと成員た

ちに注意し，書記の S に名簿読みを始めろと命令する．ほどなくして名簿読みは開始され，議

論は終了した．

決定事項（b）と（c）は，（a）のような確実性をもって決定されたとはいえないだろう．つ

まり，（a）のように，決定の後にそれを前提とした発言やそれを確認する発言がみられたわけ
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ではない．しかし，それ以上は話題に上らないことや以前に非同意が示されたのと同様の行為

タイプにおいて非同意が示されないことなど，消極的な形では「決定らしきもの」を捉えるこ

とができた．それは，（b）250 フランの罰金，（c）A である．

5.5　小括

本節では，トンシギにおける決定の過程を記述，分析してきた．そこでなされたと考えられ

る決定は，常に作られ続けている過程にあり，遡及的に捉えられるだけであった．最終的に決

定されたものを特定するには，それらが実行された時点まで追ってみる必要がある．

会議中のやりとりにおいて，（a）S の辞任を認めるという決定と，（b）250 フランの罰金，

（c）S の後任は A という「決定らしきもの」がなされたことを確認した．しかし，会議の外で

一部の成員により決定が書きかえられている可能性もないとはいえないだろう．これらは実際

に実行されたのだろうか．次回の会議以降，ガルディは A と O が務めていた．また，次回の

会議の名簿読みで S の名前が 250 フランの罰金額とともに呼ばれ，S はすぐに支払いをしてい

た．従って，会議でなされた決定は実際に実行されており， 29）会議は意思決定の場として機能

しているといえる．

先行研究のいうような「全員の同意による決定」は，「沈黙は受諾を暗に意味する」［Hopkins 

1976: 107］ことを前提にした場合にのみ成り立つといえるだろう．つまり，それ以上その決

定事項に関する発言がなされなかった場合，その主張が全員の「同意＝沈黙」を得たものとみ

なされ，決定がなされるということである．こうした理解はある面では正しいといえる．会議

において沈黙は「基本的には」同意を意味する．もしそうでなければすべての成員が発言をす

るまで決定を下すことはできないからである．

しかし，こうした理解は次の 2 つの点において単純にすぎるといえる．1 つ目は，実際のや

りとりのなかでは，⑤の L の発言中にみられた S の沈黙が非同意を示していたように，沈黙

は同意にも非同意にもなりうるということである．沈黙が何を意味しているのかを知るために

は個々のやりとりを検討するしかない．2 つ目は，⑦の D の主張にみられたように，1 回の発

言だけでは決定はなされないということである．⑦の D の主張の後には，反対意見を含め関

連するいかなる発言もなされていない．しかし，だからといってこの主張が合意をみたとは

考えられないだろう．一定の合意が得られたと考えられるには，当該の主張が複数の発言に

よって繰り返される必要がある．突然の議論の打ち切りによりそれ以降の発言を確かめられな

い（c）を除いて，（a）も（b）も決定されたものと同じ内容の主張が複数回繰り返されていた

29） ⑦の D の（b）S の書記役職の剥奪という主張は，その後一度も他の成員によって話題にされておらず未決定

のまま残されていた（表 2）．S は次回の会議以降書記をしておらず，結果的には書記の役職は剥奪されている．

しかし，この結果に D の主張が作用したのかどうかはわからない．なお，⑨の Y の（c）子どもが恐れる人と

いう主張は，その後直接話題にあがってはいないものの，⑩ M と⑪ L の発言中に主張された C と A は，両方

とも組織の年長者であるので，Y の主張はこれらの主張に回収されたと考えられる．
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（表 2）．ここで「繰り返し」という理由は，多くの場合，前発言と同内容の主張であっても前

発言の引用の形をとった「～の意見に同意する」というような発言はなされず， 30）あたかもは

じめてその主張がなされるかのように同じ主張が繰り返されるからである．多くの場合そうし

た「繰り返し」は，主張の単純な反復ではなく，語や行為タイプ，付加される情報などの変化

を伴うものであった．合意による決定がなされるには，「沈黙」という消極的な同意だけでな

く，他の発言のなかでなされる「繰り返し」という積極的な同意も必要なのである． 31）

また，皆で決めること，つまり合意による決定を成員たち自身が志向しており，会議中の喫

緊の課題として捉えていることがわかった．そうした規範の表明は発言のなかで何度もなされ

ていた．実際，「繰り返し」が最も多くみられたのは決定事項に関する主張ではなく，「皆で決

めること」に関する主張であった．これほどまでに合意への価値表明がみられると反対意見が

排除され，合意が強制されていてもおかしくないように思えるが，実際は，（a）と（c）のや

りとりにみられるように，対立は当然のように起こっている．従って，実際に会議でなされる

合意の多くは，全員の完全な一致ではなく，対立者の妥協を含む部分的な一致であるといえ

る．「皆で決めること」は，そういった意味での合意を指していると考えられる．

また，会議では直接決定事項とは関連しないが，有用な情報や価値の共有を促していると考

えられる「脱線」が多数みられた．それらの情報や価値が実際に共有されているかどうかは反

応がない以上わからないが，「脱線」した話は決まって長かったにもかかわらず，いかなる制

止や非同意の表明もみられず黙って聞かれていたことから，「脱線」は少なくとも許容はされ

ている．「脱線」が決定を，ひいては会議全体を長期化する原因となっているにもかかわらず

許容されているということは，会議の目的は決定をなすことだけにあるわけではなく，成員の

間での情報や価値などに対する広範な理解の共有にもあるといえる．

「脱線」が会議を長引かせることをみたが，この日の会議が 56 分間で終了したように会議

はどこかで終えられなければならない．会議において「議論を尽くす」ことは実際にはありえ

ないのである．（c）の議論が不測の出来事によって打ち切られたのをみたが，その後もう一度

議論を再開して（a）と同じような密度に至るまで議論を続けることもできたはずである．そ

うならなかったのは，成員の間で会議を終わらせようという志向が働いたからである．実際，

「不測の出来事」の直前には「会議が長引いてるぞ」という声があがっていた．こうした時間

の制約により，（c）の決定は最も確実性の低いものとなったといえる．しかし，時間の制約は

新たな時間の確保によって補われている．この日の決定は組織運営上早く決める必要があった

30） 引用は一度だけみられた．⑨で Y は発言のはじめに「俺の話は C のものと異なるものではない」と述べている．

しかし，5.4 小節でみたように，その後にはやはり「繰り返し」がみられた．

31） 同意とは反対に，非同意はしばしば通常の発言の形をとらない直接的なやり方で，対象の主張と近い位置にお

いて表明されていた．同意が蓄積されていくのとは反対に，非同意はそれが蓄積される前になされなければな

らないといえる．
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ため 1 回の会議で一応の決定をみて実行されたが，1 回の会議で決まらず回を跨ぐことや，一

度決まったと考えられた決定が回を跨いで蒸し返されることもある．1 回きりの会議で「議論

を尽くし」て「全員の完全な一致」としての合意をみるよりも，週に 2 回参加を義務づけられ

た会議に参加し続け，その場その場の妥協点として合意を重ねていく方がよほど労力と忍耐の

かかる作業であるといえるし，決定の暫定性の確保という点からも有用であるといえるだろう．

6．お わ り に

以上，本論では，マリンケの会議会話の特徴を，発言権の構造と合意のなされ方に注目

して検討してきた．本論の記述を通して，「はじめに」で提示した Meillassoux［1968］や

Hopkins［1969, 1972, 1976］らの指摘した会議の特徴が，本論の対象である会議にもかなり

の程度当てはまることが明らかになった．このことから，先行研究で示されたような会議が現

在もマリンケの農村において実践されていることを示せただろう． 32）

本論で行なったのは，上記の先行研究の知見の単なる例証ではなく，それらの知見が指す内

容がどのようなやりとりの組織化によって成立しているのかを，一次資料の詳細な検討から明

らかにすることであった．本論が注目した先行研究の知見は，「発言」と「合意（集合的決定）」

に関するもので，特に「誰でも発言できる」ということと「全員の同意による決定」がなされ

るということに着目した．「発言」と「合意（集合的決定）」の詳細な特徴については，それぞ

れやりとりの記述のなかで見出し，4 節と 5 節の小括でまとめたとおりである．それらを簡単

にまとめると以下のようになる．

「発言」を開始するためには一定の手続きが必要なこと，そうした手続きを行なう位置は厳

密に限定されていること，などの制約があるなかで「誰でも発言できる」ということは，発言

移行部において十分な間合いを確保するといった局所的なやりとりによって可能になっている

ことがわかった．「発言」に関してトンシギに顕著な特徴は，発話が「発言」と認められるた

めには事前の承認や代弁，相づちなどにより常に他者に経由される必要があるということであ

る．このことは会議会話研究において発言権の管理に特権的な役割を担うとされる議長におい

ても例外ではない．こうした厳密な「発言」の遂行をめぐる規則は，ときには罰金を伴うよう

なサンクションにより遵守されていた．代弁や相づちなどにより発話を他者に介してもらうこ

とは，儀礼の場におけるグリオや狩人の演説においてもみられ，非日常的な会話場面において

32） しかしながら，こうした会議実践の存在を，冒頭で示した「対話の伝統」論におけるように「民主化の成功」

のような現代の政治動向に結びつけて論じるにはなお注意が必要である．「対話の伝統」論が依拠していたメイ

ヤスーによるトンシギの記述がそもそもそうだったように，本論で扱ったトンシギも子どもによって実践され

ている．国政の場では，基本的に子どもが排除されていることを考慮すると，トンシギと国政レベルの会議を

直接に結びつけるわけにはいかないだろう．トンシギ以外の大人による会議実践についてさらなる検討が必要

である．
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「発言」に公的な力を与える地域特有のコミュニケーション上の技法であるといえるかもしれ

ない．

「合意（集合的決定）」が成立するには，沈黙という消極的な同意に加えて，繰り返しという

積極的な同意も必要であることがわかった．そうした同意が蓄積されることでなされる決定

は，全員の完全な一致というよりも対立者の妥協を含む部分的な一致であった．このことか

ら，「全員の同意による決定」という先行研究の知見に本論は補足を加えたことになる．「合

意」に関してトンシギに顕著な特徴は，全員の同意を取りつけるような議決点がなく，「決定

らしきもの」は遡及的に捉えられるだけであるということである．このことは会議の趨勢自体

にもいえ，トピックの移行も遡及的にしか捉えられなかった．西欧において一般的にみられる

ような紙に書かれた議事（agenda）のある会議の場合，会議は通常書かれた議題順に進行し

ていくので，明示的に議決が取られるか否かにかかわらず，次の議題に移る際に協議事項に関

して一応の同意が取りつけられる［Asmuß and Svennevig 2009］．議長はそうした議題の移行

や同意の取りつけを主導し，その際の会衆の沈黙はしばしば同意を意味する［Barnes 2007］．

トンシギでは，アフリカの他の地域においてみられる在来の会議の多くと同じく，紙に書か

れた議事は用いられず，議長の主導による議題の移行や同意の取りつけもなされないように，

「発言」外で会議の趨勢を決めていく要素が欠けている．トピックの移行や決定に効力をもつ

ような積極的な同意はすべて個々の「発言」のなかでなされなければならないのである．そう

したことが「決定らしきもの」を徐々に積み重ねていく遡及的な合意のなされ方を条件づけて

いると考えられる．

最後に今後の課題を示しておきたい．本論で明らかにした発言の特徴から，会議において発

言を行なう機会は全員に与えられていたといえる．しかし，結果的には，発言者の属性は「年

長」の「男性」に偏っていた．本論の分析では，あえてこうした年齢や性差などの成員性の問

題を考慮に入れなかった．その理由は 2 つある．1 つ目は，本論が依拠する先行研究がこうし

た成員性の問題を扱っていないということである．本論では，新たな論点を持ち込むことで論

点がずれてしまうことを避けた．2 つ目はより本質的である．成員性の問題は，組織への参加

（ないし退出）のあり方と切り離せず，そうしたあり方は会議の外に目を向けなければわから

ないからである．会議における成員性の問題を組織への参加のあり方との関係において考察し

ていくことは，今後検討すべき課題である．
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付録　転写資料中で用いている記号

（0.2） 0.2 秒の沈黙

（.） 0.2 秒以下の短い沈黙

［　　　］ 発話が重さなっている

（　　　） 聞き取り困難

（字句）  聞き取り困難などの理由で正

確でないかもしれない

>　　　< 発話のスピードが速い

゜　　　゜ 音が小さい

（（　　　）） 筆者による注釈

= 隣接する発話が途切れず密着

－ 言葉が途切れている

↑ 語尾の音調が上がっている


